
別表３ 経費項目の積算について 

 

項目 内容（例示） 記入例 積算基礎 

 

 

 

 

 

 

諸謝金 

 ※本事業の実施に

あたり，外部の専門

委員等に支払う経費 

 

１．会議出席 

２．事業実施（専門

委員として指導） 

３．資料書類作成

（原稿執筆等） 

４．その他 

事項ごと・役割ご

とかつ単価ごとに

式を記載 

＠単価×人数×回

数×時間・日数 

・会議出席につい

ては、１回

14,000 円以内を

原則とする。 

・講演会の講師に

ついては、１講演

（約２時間）当た

り次の額を限度と

すること。 

１）医師、大学教

授相当 10 万円 

２）大学准教授、

講師相当７万円 

３）保健師、栄養

士相当４万円 

・健康教室等の実

演指導について

は、１日(約３時

間)当たり次の額

を限度とする 

こと。 

１）医師相当５万

円 

２）保健師、看護

師、栄養士又は健

康運動指導士相当

３万円 

・助手の謝金につ

いては、１日(約

３時間)当たり１

万円を限度とする

こと。 

・原稿執筆に関し



ては，A41 枚

2,000 円以内を原

則とする。（ただ

し、執筆者・内容

等により増減額で

きるものとす

る。） 

・金額は所得税分

を含んだものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

旅費 

最も経済的な通常の

経路及び方法により

旅行した場合の旅費

により計算した額

（航空機においては 

エコノミークラス以

外、鉄道等において

グリーン車等の特別

料金は認められな

い）。ただし、事業

遂行上の必要又は天

災その他やむを得な

い事情に因り最も経

済的な通常の経路又

は方法によって旅行

し難い場合には、そ

の現によった経路及

び方法によって計算

した額。 

なお、タクシーは、

やむを得ない場合を

除き認められない。 

事項ごと・目的地

ごとに式を記載 

区間ごとの旅費ま

たは交通費の和×

人数×回数・日数 

旅費の積算に当た

っては、応募団体

の規定に沿って積

算すること。当該

規定については追

って提出を求める

場合がある。 

 

 

備品費 

通常、事業所に備え

ている備品（例：パ

ソコン、ソフトウェ

ア（ＯＳ、文書作成

品目ごとに式を記

載 

＠単価×数量（×

回数・日数） 

実費 



ソフト、表計算ソフ

ト、ＰＤＦ関係ソフ

トなど一般的な事務

処理に要するも

の）、プリンター、

コピー機、机・椅

子、キャビネット、

自動車、電話（携帯

電話を含む）など）

は、補助対象外であ

る。 

 

 

 

消耗品費 

※事業実施に係る消

耗品費 

※用紙，フィルム，

コンパクトディス

ク，フロッピー，ビ

デオテープ，カセッ

トテープ，活動実施

に必要な物品など 

 

品目ごとに式を記

載 

＠単価×数量（×

回数・日数） 

実費 

 

 

印刷製本費 

＊パンフレット、報

告書等の印刷に係る

費用等 

＊印刷製本業者への

支払等 

品目ごとに式を記

入 
＠単価×数量×回

数 

実費 

 

 

 

通信運搬費 

※通信費及び発送費 

はがき（切手付

き），郵便切手代，

郵便小包，宅配便等

の料金 等 

※運搬費運送業者へ

の荷造り費及び運賃

等 

品目ごとに式を記

入 

＠単価×数量×回

数 

実費 

 

 

借料及損料 

※賃借の対価として

支払う費用 

 

品目ごとに式を記

載 

＠単価×数量・人

実費 



会議会場使用料，体

験活動の実施に係る

場所，車輛（レンタ

カー，バス会社へ依

頼する費用等），家

屋・施設等の賃借

代，活動機材・活動

用具や事務機器の借

り上げ（リース料・

借り上げによって発

生する設置等作業費

を含めることができ

る） 

 

※施設使用料 

数×回数・日数・

時間 

 

 

 

 

会議費 

※事業に関して行わ

れる打ち合わせ等の

会議のための費用 

 

会議用の茶菓代，弁

当代（但し，酒食を

伴うなどの懇親会的

なものは対象外とす

る。） 

＠単価×人数×回

数・日数 

1 人 1,500 円以内

を原則とする 

 

 

 

 

 

賃金 

※本事業の運営に係

る職員・臨時職員の

人件費 

事項ごと・役割ご

とかつ単価ごとに

式を記載 

＠単価×人数×回

数×時間数・日数 

・保健師、健康運

動指導士相当の賃

金については、１

日当たり２万円を

限度とすること。 

・職員・臨時職員

の賃金について

は、１日当たり１

万円を限度とする

こと。 

・金額は所得税分

を含んだものであ



ること。 

保険料 本事業の活動実施の

ために新規で加入す

る保険のみを対象と

する。 

【保険の種類】 

損害保険，賠償責任

保険 

役割ごとに式を記

載 

＠単価×人数×回

数・日数 

実費 

 

 

 

委託費 

委託料を計上する場

合は、あらかじめ業

者から見積書を徴す

ること。当該見積書

については、追って 

提出を求める場合が

ある。 

各委託内容をごと

に記載。 

実費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


